
 

 

平成 28 年度 公共建築物における木材の利用の 

促進に向けた措置の実施状況の取りまとめ 

 
平成 30 年３月 16 日 

農林水産大臣、国土交通大臣 
 

「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」（平成 22 年法律第 36 号。以下

「法」という。）第７条第７項に基づき、「公共建築物における木材の利用の促進に関する

基本方針」（平成 22 年 10 月４日 農林水産省、国土交通省告示第３号。以下「基本方針」

という。）第３の国が整備する公共建築物における木材の利用の目標の達成に向けた取組の

内容、当該目標の達成状況その他の基本方針に基づく公共建築物における木材の利用の促

進に向けた措置の実施状況を取りまとめたので、当該実施状況を踏まえて講ずべき措置と

併せ公表する。 

 

 

 

（基本方針） 

第３ 国が整備する公共建築物における木材の利用の目標 

国は、その整備する公共建築物のうち、積極的に木造化を促進する公共建築物の範囲に該

当する低層の公共建築物について、原則として全て木造化を図るものとする。 

また、国は、その整備する公共建築物について、高層・低層にかかわらず、エントランス

ホール、情報公開窓口、広報・消費者対応窓口等のほか、記者会見場、大臣その他の幹部職

員の執務室など、直接又は報道機関等を通じて間接的に国民の目に触れる機会が多いと考え

られる部分を中心に、内装等の木質化を図ることが適切と判断される部分について、内装等

の木質化を促進するものとする。 

さらに、木造化や内装等の木質化に当たっては、技術開発の推進や木造化に係るコスト面

の課題の解決状況等を踏まえ、ＣＬＴ、木質耐火部材等の新たな木質部材の活用に取り組む

ものとする。 

加えて、国は、その整備する全ての公共建築物において、木材を原材料として使用した備

品及び消耗品の利用を促進するほか、暖房器具やボイラーを設置する場合は、木質バイオマ

スを燃料とするものの導入に努めるものとする。 

なお、国がその整備する公共建築物において利用する木材（木材を原材料として使用した

製品を含む。）のうち、グリーン購入法に規定する特定調達品目に該当するものについて

は、原則として、全てのものをグリーン購入法第６条第１項の環境物品等の調達の推進に関

する基本方針に示された判断の基準を満たすものとすることを目標とする。 
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Ⅰ 基本方針に基づく公共建築物における木材の利用の促進に向けた措置の実施状況 
１ 国が整備する公共建築物における木材の利用の目標の達成に向けた取組の内容 

平成 28 年度の国が整備する公共建築物における木材の利用の目標の達成に向けた取組の

内容については、以下のとおりである。 

（1）「公共建築物木材利用促進関係省庁等連絡会議」の開催 

(平成 28 年 11 月 21 日) 

各省各庁が参集し、法に基づく公共建築物における木材の利用の促進に向けた措置

の検討等を実施するとともに、木材利用の取組に関する情報提供を実施した。 

  （関係省庁等会議構成員） 

衆議院、参議院、最高裁判所、内閣府、金融庁、宮内庁、警察庁、公正取引委員会、 

消費者庁、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、 

農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省、人事院、会計検査院 

 
２ 国が整備する公共建築物における木材の利用の目標の達成状況 

平成 28 年度の国が整備する公共建築物における木材の利用の目標の達成状況について

は、以下のとおりである。 

 (1) 低層の公共建築物の木造化について 

平成 28 年度においては、基本方針で積極的に木造化を促進するとされている低層

(３階建て以下)の公共建築物等が全体で 97 棟、合計延べ面積 13,816 ㎡が整備された。 

このうち、木造で整備を行った公共建築物は 42 棟、合計延べ面積 7,282 ㎡であっ

た。概要は表１のとおりである。 

なお、木造以外の構造とした主な理由は、次のとおりである。 

◯当該建築物に求められる機能等の観点から、木造化になじまない又は木造化を図る

ことが困難と判断された建築物であること。その理由として、 

・点検等のためのクレーンが必要な施設で重荷重を持たせる構造とする必要がある 

・防疫所の植物栽培用のガラス温室で薬剤等による清掃で、多量の水を使用するこ

とから、耐久性が要求される 

・観測用の設備機器を収納する施設で精密機器類の保護を確実にする必要がある 

などが挙げられている。 
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表１ 木造で整備を行った公共建築物 注   

省庁名 用途 棟数 
合計延べ面積

(m2) 

最高裁判所 自転車置場 3 19 

警察庁 

警備派出所 1 2 

渡り廊下 1 9  

財務省 自転車置場 3 31  

厚生労働省 
体育館更衣室 1 25  

車庫 1 130 

農林水産省 

倉庫 3 288 

庁舎、森林事務所 2 258  

車庫 1 125  

国土交通省 

公園施設（展示施設、管理棟、学習施

設、便所） 
6 983  

道路施設（道の駅、倉庫、駐車場） 6    2,322  

車庫 3 157  

庁舎 2 843  

自転車置場 1 6 

環境省 
公園施設（事務所、休憩所、体験施設、

展示施設、便所、ごみ置場、駐車場） 
8 2,084  

合計 42 7,282   

注：国が整備する公共建築物のうち、木造化（構造耐力上主要な部分である壁、柱、梁、けた、

小屋組み等の全部又は一部に木材を利用すること。）したもので平成 28 年度に完成したもの。 
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【平成 28 年度に木造で整備を行った主な公共建築物】   

（（ ）内は、順に所在地、階数、延べ面積を示す。） 

（※印 各府省等の所管の施設で国土交通省が整備を行ったもの） 

○ 最高裁判所 

那覇地家裁石垣支部 自転車置場※ （沖縄県石垣市 平屋建て 13 ㎡） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 警察庁 

青森県警察学校 渡り廊下        皇宮警察本部葉山庁舎派出所 

（青森県青森市 平屋建て 9 ㎡）    （神奈川県葉山町 平屋建て 2 ㎡） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 財務省 

  柏原税務署 自転車置場 （兵庫県丹波市 平屋建て 10 ㎡） 
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○ 厚生労働省 

  国立療養所長島愛生園 車庫 （岡山県瀬戸内市 平屋建て 130 ㎡） 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 農林水産省 

中央合同庁舎第１号館 南別棟※ （東京都千代田区 平屋建て 247 ㎡） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 国土交通省 

淀川河川公園背割堤地区 管理棟 （京都府八幡市 平屋建て 606 ㎡） 
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〇 国土交通省 

道の駅「慈恩の滝くす」 （大分県玖珠郡玖珠町 平屋建て 163 ㎡） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 環境省 

恩根内ビジターセンター （北海道阿寒郡鶴居村 平屋建て 576 ㎡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 環境省 

 南三陸・海のビジターセンター （宮城県本吉郡南三陸町 ２階建て 991 ㎡） 
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(2) 内装等の木質化について 

平成 28 年度に内装等の木質化を行った公共建築物の総数は、合計 189 棟であった。 

概要は表２のとおりである。 

 

表２ 内装等の木質化を行った公共建築物 注１   

省庁名 
新築等で 

木質化を行った棟数 注２ 

模様替えで 

木質化を行った棟数 
合計棟数 

参議院 0 1 １ 

最高裁判所 7 8 15 

内閣府 0 1 1 

金融庁 0 1 1 

宮内庁 0 1 1 

警察庁 6 8 14 

法務省 18 0 18 

財務省 1 14 15 

文部科学省 1 0 1 

厚生労働省 3 3 6 

農林水産省 6 5 11 

経済産業省 0 1 1 

国土交通省 15 7 22 

環境省 2 1 3 

防衛省 31 47 78 

人事院 0 1 1 

合計 90 99 189 

 

注１：国が整備する公共建築物のうち、天井、床、壁、窓枠等の室内に面する部分及び外壁等の屋

外に面する部分に木材を利用したもので平成 28 年度に完成したもの。 

注２：新築等で木質化を行った棟数は、木造で整備を行った公共建築物の棟数は除いたもの。 
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【平成 28 年度に内装等の木質化を行った主な公共建築物】    

○ 参議院 麹町議員宿舎         ○ 最高裁判所 松江地家裁西郷支部 

（使用部位：ファンコイルカバー）     （使用部位：壁） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 最高裁判所 函館地家裁江差支部    ○ 内閣府 中央合同庁舎第８号館          

（使用部位：法廷 壁・法廷家具）    （使用部位：渡り廊下 壁） 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 金融庁 中央合同庁舎第７号館      〇 宮内庁 赤坂宿舎第 17 号建物 

（使用部位：受付カウンター・扉）     （使用部位：床） 
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〇 警察庁 千葉県警察学校 炊食浴棟   ○警察庁 千葉県警察成田国際空港警備隊 

警備備犬舎事務所 

（使用部位：床、ロッカーボックス）   （使用部位：カーテンボックス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 法務省 国際法務総合センター アジ研・法総研棟 

 （使用部位：会議室 天井・エントランス 壁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 財務省 千葉西税務署          ○ 財務省 島田税務署                

（使用部位：腰壁）            （使用部位：壁）  
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○ 文部科学省 日本芸術院美術品収蔵庫   

（使用部位：床）              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 厚生労働省 国立療養所東北新生園   

福祉職員更衣棟             管理棟 

（使用部位：腰壁）             （使用部位：腰壁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○農林水産省 九州森林管理局      ○農林水産省 兵庫森林管理署 

姫路森林事務所 

（使用部位：壁）             （使用部位：床、腰壁） 
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○国土交通省 世田谷地方合同庁舎     ○国土交通省 奈良地方気象台 

（使用部位：エントランス壁）         （使用部位：エントランス壁） 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 経済産業省              ○ 環境省  小笠原世界遺産センター 

（使用部位：渡り廊下 コーナーガード）  （使用部位：床、什器類）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 防衛省 市ヶ谷託児所          ○人事院 中央合同庁舎第５号館別館 

（使用部位：床、腰壁 ）            （使用部位：スロープ） 
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表３ 国が整備する公共建築物における木材利用推進状況 

整備及び使用実績 単位 26 年度 27 年度 28 年度 
備考 

（対前年比） 

基本方針において積極的に木

造化を促進するとされている

低層（３階建て以下）の公共

建築物等 注１ 

棟数 

【Ａ】 
93 104 97 93.3% 

延べ面積 

（㎡） 
10,704 10,180 13,816 135.7% 

 

うち、木造で整備を行った

公共建築物 

棟数 

【Ｂ】 
32 60 42 70.0% 

延べ面積 

（㎡） 
4,047 3,708 7,282 196.4% 

うち、各省各庁において木

造化になじまない等と判断

された公共建築物 

棟数 61 44 55 125.0% 

木造化率（Ｂ／Ａ） 34.4% 57.7% 43.3% 75.1% 

 

内装等の木質化を 

行った公共建築物 注 2 
棟数 172 186 189 101.6% 

 

木材の使用量 注 3 ｍ３ 2,705 2,327 3,689 158.5% 

注 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 2 

：基本方針において積極的に木造化を促進するとされている低層の公共建築物等とは、 

国が整備する公共建築物（新築等）から、以下に記す公共建築物を除いたもの。 

 ○建築基準法その他の法令に基づく基準において耐火建築物とすること又は 

主要構造部を耐火構造とすることが求められる公共建築物 

○当該建築物に求められる機能等の観点から、木造化になじまない又は木造化を 

図ることが困難であると判断されると例示されている公共建築物 

 （例示）・災害時の活動拠点室等を有する災害応急対策活動に必要な施設 

・刑務所等の収容施設 

・治安上又は防衛上の目的から木造以外の構造とすべき施設 

・危険物を貯蔵又は使用する施設等 

・伝統的建築物その他の文化的価値の高い建築物 

・博物館内の文化財を収蔵し、若しくは展示する施設 

○法施行前に非木造建築物として予算化された公共建築物 

：木造で整備を行った公共建築物の棟数は除いたもので集計。 

 

注 3 ：当該年度に完成した公共建築物において、木造化及び木質化による木材使用量。 

木造で整備を行った公共建築物の内、使用量が不明なものは、 0.22ｍ3／㎡で換算した換算値。 

また、内装等に木材を使用した公共建築物で、使用量が不明なものについての木材使用量は 

未計上。  
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(3) 木材を原材料として使用した備品及び消耗品と木質バイオマスの利用について 

木材を原材料として使用した備品及び消耗品の調達状況並びに木質バイオマスを燃

料とした暖房器具、ボイラーの設置状況については、表４、表５のとおりである。 

なお、木材を原材料として使用した備品及び消耗品が調達できなかった理由は、次

のとおりである。 

○ 紙類･文具類の調達では、古紙配合品を優先しているため 

○ 要求する仕様を満たす製品がないため 

○ 機能、性能上の必要性から 

○ 競争入札の結果、他の製品を購入することになったため 

○ グリーン購入法適合品で、より安価なものを調達しているため 

○ 耐久性を考慮したため 

○ 既製品との調和のため  等 

 

表４ 木材(間伐材・合法木材)を原材料として使用した備品及び消耗品の調達状況(全体集計) 

 

総調達量
左記のうち木
材を使用した
製品の調達量

木材を使用
した製品の

調達率
総調達量

左記のうち木
材を使用した
製品の調達量

木材を使用
した製品の

調達率
総調達量

左記のうち
木材を使用
した製品の

調達量

木材を使用
した製品の

調達率

コピー用紙 kg 30,637,391 20,864,073 68.1% 31,090,387 24,083,157 77.5% 101.5% 115.4% 113.7%

印刷用紙 kg 6,258,636 6,012,717 96.1% 1,265,648 1,137,900 89.9% 20.2% 18.9% 93.6%

ファイル 冊 9,120,019 7,624,959 83.6% 7,397,574 5,906,766 79.8% 81.1% 77.5% 95.5%

事務用封筒
（紙製）

枚 145,484,723 127,237,440 87.5% 77,009,187 60,658,847 78.8% 52.9% 47.7% 90.1%

机 台 22,539 5,495 24.4% 22,465 6,221 27.7% 99.7% 113.2% 113.6%

棚 連 9,474 1,165 12.3% 8,500 1,407 16.6% 89.7% 120.8% 134.6%

収納用什器
（棚以外）

台 21,745 3,863 17.8% 20,797 8,036 38.6% 95.6% 208.0% 217.5%

ローパー
ティション

台 5,775 559 9.7% 6,104 571 9.4% 105.7% 102.1% 96.6%

文具類

オフィス
家具等

注：木材を使用した製品とは、間伐材・合法木材を原材料として使用した製品。

使用実績 単位

平成27年度 平成28年度
備考

（対前年比）

紙類
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表５ 木質バイオマスを燃料とした暖房器具、ボイラーの設置状況    （単位：基） 

  
設置累計 新たな設置 既存施設からの廃止 

暖房器具 ボイラー 暖房器具 ボイラー 暖房器具 ボイラー 

合計 291 5 15 0 17 1 

農林水産省 110 0 1 0 1 0 

国土交通省 2 1 0 0 0 0 

環境省 179 4 14 0 16 1 

注：各省各庁が所管する公共建築物において、木質バイオマスを燃料とする暖房器具、ボイラーの設置数等

を計上 

  

３ その他 

(1) 国における取組 

① 宮内庁における木材利用の促進の取組 

宮内庁では、公共建築物に求められる機能や性質，関係法令及び維持管理を含むコ

スト等を勘案しつつ，木造化及び内装の木質化並びに木質バイオマスの利用等，木材

の利用促進に努めている。 

② 事業企画、計画段階での木材利用促進に関する取組 

財務省では、国土交通省から毎年 8月に、各省各庁営繕計画書に関する意見書が

送付された際、財務本省から各組織に対して、意見内容（木造利用促進の観点から

構造種別について要検討）の周知・指導を実施している。 

③_設計段階での木材利用促進に関する取組 

東京国税局では、設計業務仕様書に「木材利用の促進について」という項目があ

り、直接又は間接的に来庁者の目に触れる機会が多い部分（玄関ホール、署長（応

接）室、会議室等の天井・壁面（腰壁）等)について、コスト面を考慮した上で、可

能な限り木材利用を設計時に検討するよう促している。さらに食堂及び厨房改修工

事については、木製腰壁を設置することを標準仕様としている。 

④ 公立学校施設の整備における木材利用の促進の取組 

文部科学省では、公立学校施設の木造建物の整備や内装の木質化に対して国庫補

助を実施した。特に、地域材を活用して木造施設を整備する場合や、環境を考慮し

た学校施設(エコスクール)として認定を受けて内装木質化を行う場合、国庫補助単

価の加算措置を実施した。 

また、木材利用の取組の一助となるよう、都道府県、市町村担当者、学校関係

者、設計者等を対象にした講習会を開催した。 
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⑤ 都道府県担当者を対象とした会議等における木材利用促進の周知 

厚生労働省では、木材利用の積極的活用を図るものを優先的に補助採択する旨を、

社会福祉施設の整備方針として周知した。 

都道府県担当者を対象とした会議等の場において、社会福祉施設や診療所等にお

ける木材利用の促進を要請した。 

⑥ 低コストで合理的な木造公共建築物の整備等に対する補助事業 

林野庁では、地域材を利用し、設計上の工夫や木材調達を通じた、低コストで合

理的な木造公共建築物の工事費等に対する支援、設計段階からの技術支援、整備資

金の借入れに係る利子助成を実施した。 

また、大規模な木造建築の実現に必要な新たな建築部材の開発に対する支援を実

施するとともに、木造建築設計・施工の担い手育成に対する支援等を実施した。 

⑦ 木材の適切な供給の確保に関する取組 

林野庁では、林業の生産性の向上に向けて、施業を集約化し、計画的に搬出間伐

を行う者に対する支援を行ったほか、林道等の路網整備等を実施した。 

また、需要者ニーズに的確に対応した地域材の安定的・効率的な供給体制の構築

や、地域材の競争力強化に資する木材加工流通施設の整備への支援や、地域材の差

別化・信頼性向上を図るため、合法木材の普及のための研修の実施などの支援を行

った。 

⑧ 地方公共団体に対する働きかけ等 

林野庁では、法に基づく市町村方針が未策定の一部の市区町を訪問し、木材利用

について直接働きかけを行ったほか、都道府県を通じて間接的に、法の趣旨の浸透

や市町村方針の策定への働きかけを行った。 

また、全都道府県に対して、法律に基づく公共建築物への木材利用の取組状況に

関するアンケート調査を実施し、その結果や先進的な取組等をとりまとめ、都道府

県・市町村に提供した。 

さらに、近年建設された公共建築物における木材利用のモデル的な事例を収集・

整理して優良事例集を作成し、地方公共団体等に広く配布を行い、ホームページで

公表した。 

http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/koukyou/index.html#公共木造優良事例集 

加えて、国土交通省の建築着工統計を元に都道府県別の公共建築物の木造率を試

算して公表するとともに、都道府県に対し、公共建築物への木材利用の一層の促進

について働きかけを行った。 

⑨「木造計画・設計基準及び同資料」の改定 
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国土交通省では、木造に関する建築基準法の改正、新技術・新工法の開発など、木

造建築物の環境の変化に対応することで、公共建築物における木材利用の一層の促進

を図ることを目標とし、基準の改定を行った。 

⑩「木材を利用した官庁施設の適正な保全に資する整備のための留意事項（案）」 

の公表 

国土交通省では、官庁施設における木材利用をより一層進めるために、木造建築物   

の耐久性や保全性に関する情報を収集、整理し、木材を利用した官庁施設の保全等の

参考となる資料をとりまとめて公表した。 

⑪「木材利用推進研修」の実施 

国土交通省では、公共建築分野において木材の利用が更に促進されるように、木材    

の利用を担う人材の育成を目的とした「木材利用推進研修」（国土交通大学校）を実 

施した。 

⑫ CLT を用いた建築物の一般的な設計法の策定 

国土交通省では、CLT（直交集成板）を用いた建築物が一般的に建てられるようにす  

るため、林野庁とも連携しながら、地震に対する安全性を検証する実験等を実施し、 

その成果をふまえ、建築基準法に基づく CLT を用いた建築物の一般的な設計法（平成  

28 年４月１日）に関する告示を公布・施行した。 

⑬ 先導的な設計・施工技術を導入する木造建築物の整備に対する補助事業 

国土交通省では、構造・防火面における先導的な設計・施工技術を導入する木造建 

築物等の整備に対する補助制度により、店舗や事務所等の木造建築物等の整備を支援  

した。 

     ⑭ 地産地消の木材利用（木材利用の促進） 

環境省では、温根内ビジターセンター（北海道阿寒郡鶴居村）の建替に当たっては、 

その構造材等には地元鶴居村及び道東地区産カラマツの集成材を使用し、屋外デッキ   

部には道東産トドマツ材を使用した。積極的に地域材を使い、構造材としてのカラマ

ツ大断面集成材を現しで用いることで、施設の利用者に対し地域材の活用と木造建築

物としての強い印象づけ効果を期待した。 

   ⑮ 自然公園等施設における木材利用（木材利用の促進） 

環境省では、地方公共団体が行う国立公園、国定公園等整備事業に対し自然環境整  

備交付金等を交付して支援を行っている。平成 28 年度に交付金事業で地方公共団体

が整備した施設のうち、公衆便所、休憩所等の木造建築物は20棟で木材使用量は131.9

㎥、柵、木道、段差工、標識類等工作物での木材使用量は 557.9 ㎥であった。 

   また、環境省が直轄事業により国立公園内で整備した施設については、上記各項目



 

17 
 

記載の公共建築物以外に、柵、木道、段差工、標識類等工作物での木材使用量は 347.4

㎥であった。 

⑯ 公共建築物における木材利用の情報提供を行うためのホームページを充実 

林野庁：http://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/koukyou/index.html 
国土交通省：http://www.mlit.go.jp/gobuild/mokuzai_index.html 

(2) 地方公共団体等における取組 

○ 地方公共団体の方針策定状況 

法第４条において、「地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じ、国の

施策に準じて木材の利用の促進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるとと

もに、その整備する公共建築物における木材の利用に努めなければならない。」とされ

ている。 

また、法第８条では、「都道府県知事は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内

の公共建築物における木材の利用の促進に関する方針（以下、「都道府県方針」とい

う。）を定めることができる。」としている。 

さらに、法第９条では、「市町村は、都道府県方針に即して、当該市町村の区域内の

公共建築物における木材の利用の促進に関する方針（以下、「市町村方針」という。）

を定めることができる。」としている。 

都道府県方針については、平成 24 年３月に、47 都道府県全てで策定されたところ

である。市町村方針の策定数は 1,561（平成 29 年 12 月末時点）となり、参考１のと

おりである。 

また、地方公共団体等において公共建築物の木造化等に取り組んだ事例は参考２の

とおりである。 

 

Ⅱ 実施状況を踏まえて講ずべき措置 
１ 国が講ずべき措置 

平成 28 年度の実施状況を踏まえ、公共建築物における木材の利用のより効果的な促進に

資するよう講ずべき主な措置は、以下のとおりである。 

(1) 各省各庁は、各省計画に従って国が整備する公共建築物における木材の利用を確実に

推進するとともに、建築物における木材の需要の拡大のため、ＣＬＴ等の新たな木質部

材の活用に努める。さらに、独立行政法人等、関係機関に対して木材の利用に関して積

極的な働きかけを行う。 

農林水産省及び国土交通省は、公共建築物の木造化等の取組が確実に実施されるよ

う、「公共建築物木材利用促進関係省庁等連絡会議」を適宜開催し、施設整備主体への働
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きかけや新たな取組事例の情報提供などを行う。 

また、国土交通省は、予算要求段階において各省各庁の営繕計画書に関する意見書制

度を活用するなど、より一層の木造化、内装等の木質化の実施について働きかける。 

(2) 各省各庁における木材を原材料として使用した備品及び消耗品の調達について、木製

品の対象となる製品の情報が少ないことから、農林水産省は、各省各庁に対し各種資料

の提供など積極的な情報提供に努める。また、備品及び消耗品のメーカーに対しては、

法の趣旨を説明し、木材を原材料とした製品の充実を働きかける。 

 

２ 国が地方公共団体等に対して講ずべき措置 
地方公共団体等における取組状況を踏まえ、国が地方公共団体や関係業界団体等に対し

て講ずべき主な措置は、以下のとおりである。 

(1) 市町村方針については、林業関係の専門性を有した職員が少ない場合も多いことから

木材利用に関する疑問点等についてアドバイスを行い、より多くの市町村が方針を策定

するよう積極的に働きかける。 

特に、都市部の市町村に対しては、方針策定の働きかけに加え、都市と地域の連携に

よる、都市部における木材利用の意義に関する普及啓発や、公共建築物等の非住宅にお

ける内装木質化、オフィス家具等の木材製品の導入の働きかけを積極的に行う。 

(2) 地方公共団体のニーズ等を把握し、公共建築物の木造化・木質化に向けた取組が効率

的に進められるよう、技術支援等の必要な情報を提供する。 

(3) 国又は地方公共団体以外の者が整備する公共建築物の整備主体に対し、木材の利用に

ついて積極的な働きかけを行う。 

(4) 公共施設の整備を行っている関係業界団体等の掘り起こしを行い、各種説明会や会議

等の場を通じて法に関する取組を周知徹底する。 

(5) 間伐材等の木材を使用した備品及び消耗品などの調達について、地方公共団体等に対

し、積極的な調達に努めるよう働きかけを行う。 
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市区町村数
策定済

市区町村
策定率

★ 北海道 179 179 100%

★ 青森 40 40 100%

★ 岩手 33 33 100%

宮城 35 33 94%

★ 秋田 25 25 100%

★ 山形 35 35 100%

福島 59 52 88%

★ 茨城 44 44 100%

★ 栃木 25 25 100%

群馬 35 29 83%

埼玉 63 54 86%

千葉 54 28 52%
東京 62 13 21%

神奈川 33 16 48%
新潟 30 29 97%

★ 富山 15 15 100%
★ 石川 19 19 100%
★ 福井 17 17 100%
★ 山梨 27 27 100%

★ 長野 77 77 100%

★ 岐阜 42 42 100%

★ 静岡 35 35 100%

★ 愛知 54 54 100%

★ 三重 29 29 100%

★ 滋賀 19 19 100%

★ 京都 26 26 100%

大阪 43 22 51%

兵庫 41 38 93%

★ 奈良 39 39 100%

★ 和歌山 30 30 100%

★ 鳥取 19 19 100%

★ 島根 19 19 100%

★ 岡山 27 27 100%

★ 広島 23 23 100%

★ 山口 19 19 100%

★ 徳島 24 24 100%

★ 香川 17 17 100%

★ 愛媛 20 20 100%

★ 高知 34 34 100%

★ 福岡 60 60 100%

★ 佐賀 20 20 100%

★ 長崎 21 21 100%

★ 熊本 45 45 100%

★ 大分 18 18 100%

★ 宮崎 26 26 100%

★ 鹿児島 43 43 100%

沖縄 41 2 5%
計 1,741 1,561 90%

(注)★印の都道府県は、全市町村策定済み（36道府県）

椎葉村、三股町、日向市、日之影町、日南市、延岡市、諸塚村、西米良村、高千穂町、都城市、五ヶ瀬町、えびの市、美郷町、門川町、川南町、木城町、高鍋町、西都市、

小林市、高原町、国富町、新富町、綾町、串間市、都農町、宮崎市

東串良町、南大隅町、知名町、曽於市、鹿屋市、鹿児島市、西之表市、志布志市、奄美市、大崎町、錦江町、肝付町、中種子町、南種子町、屋久島町、大和村、宇検村、瀬
戸内町、龍郷町、喜界町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、与論町、枕崎市、垂水市、伊佐市、阿久根市，霧島市、三島村、さつま町、湧水町、薩摩川内市、姶良市，十

島村，長島町、指宿市、いちき串木野市、南さつま市、南九州市、日置市、出水市

東村、宮古島市

馬路村、土佐町、いの町、梼原町、田野町、大豊町、本山町、津野町、日高村、仁淀川町、香南市、大川村、四万十町、南国市、東洋町、佐川町、須崎市、芸西村、安田町、

黒潮町、大月町、三原村、四万十市、宿毛市、土佐清水市、香美市、越知町、安芸市、中土佐町、土佐市、高知市、奈半利町、室戸市、北川村
八女市、添田町、遠賀町、朝倉市、広川町、飯塚市、東峰村、篠栗町、大木町、うきは市、福智町、大刀洗町、新宮町、筑前町、嘉麻市、豊前市、上毛町、築上町、吉富町、

行橋市、久山町、須恵町、大川市、川崎町、みやこ町、古賀市、宇美町、筑紫野市、みやま市、大任町、赤村、柳川市、宗像市、小郡市、岡垣町、太宰府市、志免町、水巻
町、宮若市、糸島市、久留米市、中間市、福岡市、那珂川町、粕屋町、糸田町、芦屋町、福津市、鞍手町、筑後市、春日市、小竹町、桂川町、香春町、大牟田市、直方市、

田川市、北九州市、苅田町、大野城市

伊万里市、太良町、白石町、大町町、嬉野市、有田町、上峰町、江北町、武雄市、小城市、鳥栖市、多久市、佐賀市、鹿島市、神埼市、唐津市、吉野ヶ里町、基山町、みやき

町、玄海町
対馬市、川棚町、諫早市、西海市、雲仙市、新上五島町、東彼杵町、大村市、波佐見町、南島原市、長与町、平戸市、小値賀町、松浦市、佐世保市、壱岐市、佐々町、時津
町、五島市、島原市、長崎市

宇土市、小国町、産山村、多良木町、西原村、高森町、南阿蘇村、阿蘇市、湯前町、益城町、和水町、上天草市、南小国町、山都町、水上村、山江村、五木村、芦北町、球

磨村、八代市、相良村、人吉市、あさぎり町、錦町、南関町、津奈木町、宇城市、美里町、菊池市、山鹿市、菊陽町、苓北町、氷川町、玉名市、大津町、御船町、長洲町、水
俣市、熊本市、嘉島町、甲佐町、天草市、玉東町、合志市、荒尾市

日田市、豊後高田市、九重町、竹田市、大分市、中津市、津久見市、宇佐市、豊後大野市、由布市、姫島村、佐伯市、臼杵市、日出町、国東市、玖珠町、杵築市、別府市

久万高原町、東温市、鬼北町、内子町、松野町、上島町、砥部町、新居浜市、西条市、今治市、松山市、大洲市、八幡浜市、西予市、伊方町、宇和島市、愛南町、伊予市、

松前町、四国中央市

和泉市、岬町、岸和田市、忠岡町、泉大津市、高石市、泉南市、千早赤阪村、泉佐野市、田尻町、太子町、河内長野市、貝塚市、河南町、富田林市、高槻市、能勢町、大阪
市、熊取町、堺市、東大阪市、阪南市

神河町、市川町、福崎町、豊岡市、丹波市、南あわじ市、朝来市、養父市、佐用町、多可町、加古川市、播磨町、猪名川町、太子町、香美町、稲美町、高砂市、三木市、宍
粟市、明石市、姫路市、加西市、小野市、西脇市、たつの市、相生市、加東市、新温泉町、上郡町、赤穂市、芦屋市、淡路市、洲本市、篠山市、三田市、神戸市、宝塚市、尼

崎市

野迫川村、曽爾村、宇陀市、天川村、御杖村、吉野町、下北山村、大淀町、下市町、五條市、十津川村、川上村、大和郡山市、黒滝村、上北山村、天理市、高取町、山添

村、東吉野村、三宅町、川西町、斑鳩町、橿原市、平群町、桜井市、田原本町、明日香村、生駒市、奈良市、御所市、大和高田市、河合町、香芝市、広陵町、三郷町、葛城
市、上牧町、安堵町、王寺町

新宮市、有田川町、白浜町、九度山町、かつらぎ町、上富田町、紀の川市、高野町、湯浅町、美浜町、すさみ町、田辺市、有田市、橋本市、日高川町、日高町、広川町、み

なべ町、太地町、北山村、紀美野町、御坊市、印南町、那智勝浦町、古座川町、串本町、和歌山市、由良町、岩出市、海南市

湯梨浜町、北栄町、三朝町、琴浦町、智頭町、日南町、鳥取市、岩美町、八頭町、倉吉市、大山町、日野町、江府町、若桜町、日吉津村、境港市、南部町、伯耆町、米子市

浜田市、江津市、奥出雲町、川本町、美郷町、邑南町、益田市、吉賀町、隠岐の島町、西ノ島町、海士町、知夫村、大田市、飯南町、安来市、雲南市、出雲市、津和野町、

松江市
真庭市、早島町、新見市、和気町、赤磐市、吉備中央町、西粟倉村、美咲町、岡山市、瀬戸内市、備前市、倉敷市、総社市、笠岡市、井原市、浅口市、里庄町、矢掛町、高

梁市、鏡野町、久米南町、新庄村、勝央町、津山市、奈義町、玉野市、美作市
坂町、安芸太田町、江田島市、庄原市、大崎上島町、三次市、世羅町、府中市、神石高原町、呉市、大竹市、北広島町、海田町、安芸高田市、三原市、廿日市市、熊野町、

尾道市、府中町、竹原市、広島市、東広島市、福山市
萩市、岩国市、柳井市、和木町、上関町、田布施町、阿武町、山陽小野田市、長門市、周防大島町、平生町、下関市、山口市、防府市、下松市、光市、美祢市、周南市、宇

部市
三好市、美馬市、つるぎ町、美波町、勝浦町、牟岐町、東みよし町、神山町、上勝町、石井町、那賀町、佐那河内村、上板町、北島町、小松島市、松茂町、板野町、徳島市、

藍住町、阿波市、吉野川市、海陽町、阿南市、鳴門市

東かがわ市、土庄町、さぬき市、三豊市、三木町、宇多津町、まんのう町、多度津町、丸亀市、小豆島町、高松市、観音寺市、綾川町、琴平町、善通寺市、直島町、坂出市

長岡京市、和束町、京丹後市、南丹市、八幡市、伊根町、与謝野町、大山崎町、福知山市、綾部市、京都市、舞鶴市、向日市、亀岡市、南山城村、宇治田原町、笠置町、城
陽市、宮津市、木津川市、京丹波町、久御山町、京田辺市、井手町、精華町、宇治市

新潟市、阿賀野市、村上市、五泉市、聖籠町、胎内市、糸魚川市、南魚沼市、津南町、魚沼市、上越市、妙高市、十日町市、関川村、佐渡市、粟島浦村、阿賀町、燕市、弥

彦村、刈羽村、出雲崎町、田上町、長岡市、三条市、湯沢町、新発田市、見附市、柏崎市、小千谷市

高岡市、南砺市、小矢部市、魚津市、黒部市、入善町、朝日町、上市町、立山町、滑川市、氷見市、富山市、砺波市、舟橋村、射水市

小松市、能美市、加賀市、川北町、金沢市、七尾市、羽咋市、志賀町、珠洲市、穴水町、白山市、宝達志水町、能登町、中能登町、輪島市、かほく市、津幡町、内灘町、野々

市市

永平寺町、池田町、南越前町、福井市、越前町、大野市、勝山市、鯖江市、美浜町、若狭町、おおい町、あわら市、坂井市、敦賀市、小浜市、高浜町、越前市

南アルプス市、鳴沢村、都留市、富士河口湖町、早川町、中央市、南部町、富士川町、市川三郷町、身延町、忍野村、西桂町、韮崎市、笛吹市、山梨市、上野原市、甲州
市、大月市、丹波山村、小菅村、甲府市、道志村、昭和町、甲斐市、北杜市、山中湖村、富士吉田市

松本市、東御市、塩尻市、木曽町、南木曽町、長野市、中野市、飯山市、南箕輪村、宮田村、王滝村、喬木村、野沢温泉村、立科町、小川村、小諸市、朝日村、伊那市、箕

輪町、上田市、須坂市、駒ヶ根市、長和町、青木村、下諏訪町、飯島町、木祖村、大桑村、山ノ内町、木島平村、信濃町、上松町、坂城町、中川村、安曇野市、富士見町、天
龍村、川上村、栄村、大町市、南牧村、佐久穂町、千曲市、辰野町、松川村、小谷村、飯綱町、北相木村、生坂村、麻績村、下條村、平谷村、南相木村、池田町、根羽村、

泰阜村、阿南町、高山村、筑北村、山形村、御代田町、売木村、小海町、小布施町、高森町、豊丘村、白馬村、松川町、大鹿村、阿智村、軽井沢町、諏訪市、飯田市、原
村、岡谷市、佐久市、茅野市

高山市、郡上市、白川町、瑞浪市、恵那市、中津川市、東白川村、揖斐川町、大垣市、神戸町、海津市、養老町、輪之内町、坂祝町、富加町、七宗町、御嵩町、八百津町、
美濃加茂市、笠松町、各務原市、飛騨市、下呂市、関市、美濃市、川辺町、安八町、大野町、土岐市、池田町、本巣市、羽島市、白川村、北方町、多治見市、垂井町、山県

市、可児市、瑞穂市、岐南町、関ヶ原町、岐阜市

浜松市、伊豆市、静岡市、小山町、掛川市、清水町、袋井市、西伊豆町、南伊豆町、松崎町、御前崎市、川根本町、下田市、河津町、磐田市、富士宮市、島田市、焼津市、
藤枝市、森町、熱海市、牧之原市、富士市、函南町、御殿場市、伊豆の国市、吉田町、菊川市、裾野市、伊東市、東伊豆町、沼津市、長泉町、三島市、湖西市

新城市、設楽町、東栄町、豊根村、豊田市、美浜町、あま市、津島市、飛島村、武豊町、北名古屋市、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、阿久比町、南知多町、愛西市、蟹

江町、岩倉市、大治町、幸田町、みよし市、東浦町、長久手市、清須市、弥富市、東海市、豊明市、常滑市、岡崎市、東郷町、小牧市、犬山市、知多市、瀬戸市、日進市、春
日井市、一宮市、扶桑町、半田市、西尾市、知立市、尾張旭市、江南市、稲沢市、豊山町、大口町、刈谷市、大府市、碧南市、安城市、高浜市、名古屋市

亀山市、熊野市、紀宝町、いなべ市、東員町、菰野町、四日市市、大台町、伊勢市、紀北町、南伊勢町、玉城町、度会町、明和町、松阪市、尾鷲市、伊賀市、津市、多気町、
名張市、御浜町、大紀町、木曽岬町、志摩市、鳥羽市、朝日町、鈴鹿市、川越町、桑名市

甲賀市、彦根市、多賀町、長浜市、愛荘町、日野町、高島市、大津市、野洲市、米原市、近江八幡市、草津市、甲良町、東近江市、湖南市、栗東市、竜王町、守山市、豊郷

町

小田原市、逗子市、松田町、箱根町、相模原市、伊勢原市、山北町、秦野市、中井町、大井町、海老名市、厚木市、横浜市、川崎市、南足柄市、愛川町

盛岡市、矢巾町、一関市、紫波町、一戸町、釜石市、軽米町、奥州市、金ケ崎町、葛巻町、久慈市、大槌町、西和賀町、岩手町、九戸村、住田町、普代村、滝沢市、二戸市、
野田村、田野畑村、雫石町、八幡平市、洋野町、遠野市、岩泉町、宮古市、平泉町、山田町、陸前高田市、大船渡市、北上市、花巻市

柴田町、女川町、東松島市、登米市、石巻市、白石市、大郷町、加美町、岩沼市、南三陸町、涌谷町、丸森町、色麻町、気仙沼市、川崎町、七ヶ宿町、大衡村、大和町、蔵
王町、富谷町、利府町、大河原町、角田市、村田町、松島町、大崎市、美里町、名取市、栗原市、仙台市、山元町、七ヶ浜町、亘理町

八峰町、藤里町、三種町、小坂町、五城目町、大仙市、仙北市、美郷町、横手市、鹿角市、大館市、上小阿仁村、男鹿市、潟上市、八郎潟町、にかほ市、羽後町、秋田市、
井川町、大潟村、由利本荘市、湯沢市、東成瀬村、能代市、北秋田市

山形市、南陽市、鶴岡市、遊佐町、金山町、戸沢村、大蔵村、高畠町、大江町、河北町、新庄市、最上町、舟形町、真室川町、鮭川村、米沢市、小国町、白鷹町、飯豊町、
朝日町、西川町、長井市、山辺町、天童市、三川町、大石田町、庄内町、川西町、中山町、村山市、上山市、尾花沢市、寒河江市、東根市、酒田市

喜多方市、古殿町、国見町、白河市、矢吹町、塙町、中島村、鏡石町、会津坂下町、二本松市、いわき市、湯川村、南会津町、会津若松市、鮫川村、小野町、平田村、三島
町、石川町、南相馬市、昭和村、泉崎村、棚倉町、柳津町、大玉村、西郷村、玉川村、矢祭町、只見町、檜枝岐村、下郷町、北塩原村、金山町、郡山市、須賀川市、西会津

町、福島市、磐梯町、天栄村、会津美里町、猪苗代町、広野町、田村市、浅川町、桑折町、川俣町、新地町、伊達市、川内村、本宮市、葛尾村、浪江町

桜川市、潮来市、古河市、神栖市、高萩市、大洗町、城里町、鉾田市、鹿嶋市、行方市、筑西市、境町、笠間市、石岡市、かすみがうら市、下妻市、八千代町､常陸大宮市、

坂東市、大子町、結城市、常総市、常陸太田市、五霞町、日立市、北茨城市、つくば市、土浦市、牛久市、小美玉市、那珂市、水戸市、茨城町、ひたちなか市、阿見町、つく
ばみらい市、東海村、竜ヶ崎市、取手市、利根町、稲敷市、守谷市、河内町、美浦村

鹿沼市、大田原市、那珂川町、茂木町、那須町、那須烏山市、市貝町、野木町、芳賀町、足利市、壬生町、下野市、益子町、矢板市、さくら市、上三川町、塩谷町、栃木市、
小山市、日光市、高根沢町、佐野市、真岡市、宇都宮市、那須塩原市

高崎市、上野村、神流町、嬬恋村、桐生市、中之条町、草津町、邑楽町、甘楽町、下仁田町、高山村、沼田市、南牧村、富岡市、長野原町、東吾妻町、前橋市、みどり市、
玉村町、みなかみ町、安中市、吉岡町、片品村、藤岡市、川場村、千代田町、渋川市、榛東村、伊勢崎市

秩父市、ときがわ町、小鹿野町、横瀬町、皆野町、長瀞町、寄居町、毛呂山町、飯能市、日高市、越生町、嵐山町、神川町、小川町、東秩父村、吉見町、鴻巣市、熊谷市、杉

戸町、滑川町、三芳町、東松山市、志木市、川島町、所沢市、鳩山町、行田市、さいたま市、狭山市、鶴ヶ島市、坂戸市、美里町、本庄市、桶川市、羽生市、ふじみ野市、川
口市、戸田市、深谷市、松伏町、上里町、朝霞市、吉川市、新座市、加須市、草加市、越谷市、北本市、川越市、三郷市、上尾市、幸手市、入間市、富士見市

茂原市、香取市、山武市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、鋸南町、横芝光町、南房総市、富津市、印西市、富里市、千葉市、木更津市、勝浦市、銚子

市、鴨川市、館山市、大網白里市、匝瑳市、君津市、多古町、芝山町、九十九里町、東庄町

新島村、神津島村、港区、日野市、檜原村、日の出町、江東区、品川区、あきる野市、豊島区、青梅市、足立区、八王子市

東通村、八戸市、西目屋村、階上町、蓬田村、外ヶ浜町、三戸町、佐井村、東北町、田子町、風間浦村、むつ市、深浦町、大間町、五戸町、新郷村、七戸町、今別町、南部
町、大鰐町、鶴田町、六戸町、横浜町、中泊町、藤崎町、十和田市、平内町、つがる市、おいらせ町、黒石市、鰺ヶ沢町、板柳町、三沢市、田舎館村、平川市、五所川原市、

野辺地町、青森市、六ヶ所村、弘前市

市町村木材利用方針の策定状況
平成29年12月31日現在

策定市区町村名

枝幸町、豊富町、白老町、更別村、厚沢部町、釧路市、滝上町、鷹栖町、当麻町、七飯町、下川町、士別市、えりも町、奥尻町、せたな町、浦河町、積丹町、音更町、浜頓別
町、恵庭市、士幌町、豊浦町、幕別町、足寄町、美瑛町、寿都町、浦幌町、上ノ国町、豊頃町、池田町、雄武町、鶴居村、平取町、東川町、新十津川町、羽幌町、芽室町、小

平町、乙部町、津別町、今金町、美幌町、伊達市、置戸町、北見市、江差町、名寄市、美深町、別海町、紋別市、木古内町、むかわ町、新得町、鹿追町、泊村、興部町、芦
別市、新冠町、上士幌町、妹背牛町,富良野市、網走市、初山別村、旭川市、白糠町、函館市、月形町、訓子府町、赤井川村、神恵内村、知内町、福島町、秩父別町、倶知

安町、北竜町、大空町、礼文町、利尻富士町、佐呂間町、栗山町、南幌町、標茶町、砂川市、夕張市、南富良野町、大樹町、天塩町、上砂川町、奈井江町、雨竜町、羅臼
町、遠軽町、石狩市、深川市、赤平市、浦臼町、弟子屈町、由仁町、札幌市、本別町、留寿都村、三笠市、釧路町、様似町、新篠津村、標津町、浜中町、遠別町、中札内

村、壮瞥町、中標津町、稚内市、広尾町、厚岸町、新ひだか町、利尻町、中頓別町、松前町、陸別町、帯広市、清水町、斜里町、小清水町、湧別町、清里町、占冠村、苫前
町、京極町、根室市、真狩村、長沼町、ニセコ町、西興部村、中川町、北広島市、中富良野町、愛別町、東神楽町、島牧村、古平町、長万部町、洞爺湖町、北斗市、余市

町、鹿部町、森町、沼田町、八雲町、日高町、喜茂別町、厚真町、上富良野町、幌加内町、江別市、岩内町、留萌市、歌志内市、和寒町、蘭越町、幌延町、比布町、猿払
村、増毛町、共和町、音威子府村、黒松内町、上川町、滝川市、登別市、当別町、仁木町、小樽市、美唄市、安平町、剣淵町、岩見沢市、室蘭市、千歳市、苫小牧市

  

【参考１】 
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【参考２】 
 地方公共団体において公共建築物の木造化等に取り組んだ事例 

（平成 28 年度優良木造施設コンクール（木材利用推進中央協議会主催）の受賞施設から） 

 

○ 訓子府町幼保連携型認定こども園「わくわく園」（林野庁長官賞） 
・施主 ：北海道常呂郡訓子府町 
・特徴 ：構造部材として町有林のカラマツ・トドマツの小断面集成材を使用し、単一化した部材を連結し

た簡易構造とすることで、コスト低減と施工手間の削減を実現している。また、内装に木の柱や

梁を露出させることで、園児に木材・木製品に親しむ場を提供している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ ねばねの里「なごみ」（木材利用推進中央協議会会長賞） 
・施主 ：長野県下伊那郡根羽村 
・特徴 ：大きな吹き抜けや越屋根を設けることで、吹き抜けからの光が、木の格子を通って部屋に差し込

むように工夫されており、柔らかな自然光と木の格子のコラボレーションで明るく快適な住環境

が実現されている。また、準耐火建築物であるが、「燃えしろ設計」とすることで、木材を現しに

し、安全性にも配慮した、木の温かみを感じる建築物となっている。 
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○ 五條市上野
こうずけ

公園総合体育館（シダーアリーナ）（木材利用推進中央協議会会長賞） 
・施主 ：奈良県五條市 
・特徴 ：「地材地匠」を基本コンセプトとして、地域産のスギ材の中断面集成材を用いた木質ハイブリッド

トラス架構（中断面構造用集成材木造トラスユニットに軽量鉄骨ブレースを配し中央と四隅にキ

－ル鉄骨を組み合わせた構造)により、50ｍスパンのアリーナ屋根を造り上げている。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 福岡女子大学 図書館棟（木材利用推進中央協議会会長賞） 

・施主 ：福岡県（福岡県福岡市） 
・特徴 ：県産のスギルーバーで覆われた天井と木製の書架・テーブル家具などをふんだんに配置して、木

質素材に囲まれた温かみのある空間を創出し、スギルーバーを通して、トップライトやハイサイ

ドライトから光が漏れることで、木漏れ日の落ちる林の中に居るような空間を作り出している。 
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 民間事業体による公共建築物等の木造化に取り組む新たな事例 

（平成 28 年度優良木造施設コンクール（木材利用推進中央協議会主催）の受賞施設から） 

○ 羽黒高等学校 新校舎棟（林野庁長官賞） 
・施主 ：学校法人羽黒学園（山形県鶴岡市） 
・特徴 ：ＲＣ造の階段やトイレ等の耐火構造物を挟むことにより国内初の木造３階建て校舎を実現した。ま

た、CLT 部材を１階カフェテリア天井と２階床の兼用として使用している。先輩達が植えて育てた

学校林のスギやカラマツを使用することで、「木育」の観点からも意義のある建築物である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 池上線 戸越銀座駅（林野庁長官賞） 

・施主 ：東京急行電鉄（株）（東京都品川区） 
・特徴 ：『木になるリニューアル』と銘打って、使用木材の原木見学ツアーや駅構内で使用する木製ベンチ

を製作するワークショップを開催し、駅舎建築工事と地域住民、木を繋ぐ工夫を重ね、新しい形

の駅舎づくりを実現している。集成材パネルは、軽量かつシンプルな形状とし、限られた施工ヤ

ードで、可能な限り人力で搬入・建方を実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ 特別養護老人ホーム すみた荘（木材利用推進中央協議会会長賞） 

・施主 ：社会福祉法人鳴瀬会（岩手県気仙郡住田町） 
・特徴 ：構造部材として地元産のスギ材をふんだんに使用し、地域交流ホール等には「RH 構法」を採用

することで、大空間を実現している。給湯や暖房用にチップボイラーを導入し、熱エネルギーの

地産地消にも貢献している。 
 
 
 
 
 
 
 
 


